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第
１４
回
理
事
会

（
平
成
１８
年
８
月
２９
・
３０
日
）

〔
審
議
議
案
〕

�

平
成
一
八
年
一
〇
月
三
一
日
を

も
っ
て
任
期
を
満
了
す
る
登
録
審
査

会
委
員
四
名
の
選
任
に
つ
い
て
は
、

会
長
に
一
任
す
る
こ
と
と
し
た
。

�

平
成
一
八
年
度
第
四
回
会
長
会

に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
開
催
す
る

こ
と
を
承
認
し
た
。

①
日
時

平
成
一
九
年
一
月

二
二
日
（
月
）
一
三
時
〜
一
七
時

二
三
日
（
火
）
一
〇
時
〜
一
五
時

②
場
所

司
法
書
士
会
館

地
下
一

階
�
日
司
連
ホ
ー
ル
�

�

平
成
一
九
年
新
年
賀
詞
交
歓
会

に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
開
催
す
る

こ
と
を
承
認
し
た
。

な
お
、
開
催
費
用
の
負
担
に
つ
い

て
は
、
原
則
出
席
者
数
（
執
行
部
含

む
）
に
応
じ
按
分
す
る
こ
と
と
し
た
。

①
日
時

平
成
一
九
年
一
月
二
二
日

（
月
）
一
八
時
〜
二
〇
時

②
場
所

赤
坂
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル
新

館
二
Ｆ
�
ク
リ
ス
タ
ル
パ
レ
ス
�

③
共
催
団
体

�
成
年
後
見
セ
ン
タ

ー
・
リ
ー
ガ
ル
サ
ポ
ー
ト
・
日
本
司

法
書
士
政
治
連
盟
・
全
国
公
共
嘱
託

登
記
司
法
書
士
協
会
協
議
会
・
司
法

書
士
国
民
年
金
基
金

④
そ
の
他

司
法
書
士
は
、
例
年
ど

お
り
一
万
円
の
負
担
を
求
め
る
。

�

司
法
書
士
名
称
に
関
す
る
ア
ン

ケ
ー
ト
結
果
を
踏
ま
え
て
、
司
法
書

士
の
名
称
に
つ
い
て
検
討
す
る
た
め
、

日
司
連
事
務
執
行
規
則
第
二
三
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
特
別

補
助
機
関
を
設
置
す
る
こ
と
を
承
認

し
た
。
な
お
、
人
選
に
つ
い
て
は
会

長
に
一
任
す
る
こ
と
と
し
た
。

○
司
法
書
士
名
称
検
討
委
員
会

①
委
員
の
数

五
名
以
内

（
内
一
名
学
識
経
験
者
を
予
定
）

②
付
託
事
務

�

司
法
書
士
名
称
の
変
更
等

に
つ
い
て
の
検
討

�

前
項
に
関
す
る
そ
の
他
必

要
な
事
項

③
予
算
措
置

一
般
会
計
／
事
業

費
／
委
員
会
費
の
委
員
会
費

�

司
法
書
士
及
び
日
本
司
法
書
士

会
連
合
会
の
新
英
語
名
に
つ
い
て
は
、

下
記
の
英
語
名
を
広
く
使
用
す
る
こ

と
の
働
き
か
け
を
、
政
府
等
関
係
諸

機
関
に
対
し
行
う
こ
と
を
承
認
し
た
。

○
司
法
書
士

S
o
licito

r

○
日
本
司
法
書
士
会
連
合
会

Jap
an
F
ed
eratio

n
o
f
S
o
lici-

to
r
A
sso
ciatio

n
s

	

不
動
産
取
引
対
策
本
部
に
新
た

に
次
の
ワ
ー
キ
ン
グ
チ
ー
ム
を
設
置

す
る
こ
と
を
承
認
し
た
。
ま
た
、
同

対
策
本
部
の
部
員
の
員
数
を
一
〇
名

以
内
（
現
行
六
名
以
内
）
に
増
員
す

る
こ
と
と
し
、
こ
れ
ら
の
変
更
に
伴

い
、
各
ワ
ー
キ
ン
グ
チ
ー
ム
の
所
管

す
る
特
定
事
務
及
び
部
員
並
び
に
部

委
員
の
員
数
を
次
の
と
お
り
変
更
す

る
こ
と
と
し
た
。
な
お
、
人
選
に
つ

い
て
は
会
長
に
一
任
す
る
こ
と
と
し

た
。

※
横
線
部
が
新
設
及
び
変
更
事
項

〈
現
在
設
置
し
て
い
る
ワ
ー
キ
ン
グ

チ
ー
ム
〉

○
不
動
産
取
引
ワ
ー
キ
ン
グ
チ
ー
ム

①
座
長

一
名

②
部
員

�
三
名
以
内
�
を�
四

名
以
内
�
に
変
更

事理 会

レ

ポ

ー

ト
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③
部
委
員

一
〇
名
以
内

④
特
定
事
務

�

オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
時
代
に

対
応
す
る
代
金
決
済
等
を
含
む

不
動
産
取
引
形
態
の
検
討

�

そ
の
他
関
連
す
る
事
項

○
ネ
ッ
ト
取
引
等
ワ
ー
キ
ン
グ
チ
ー

ム
①
座
長

一
名

②
部
員

三
名
以
内

③
部
委
員

�
一
〇
名
以
内
�

を
�
五
名
以
内
�
に
変
更

④
特
定
事
務

�

不
動
産
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
取
引
等
に
つ
い
て
の
検
討

�

金
融
サ
ー
ビ
ス
と
不
動
産

取
引
に
つ
い
て
の
検
討

�

そ
の
他
関
連
す
る
事
項

〈
新
た
に
設
置
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
チ

ー
ム
〉

○
登
記
乙
号
事
務
受
託
検
討
ワ
ー
キ

ン
グ
チ
ー
ム

①
座
長

一
名

②
部
員

三
名
以
内

③
部
委
員

五
名
以
内

④
特
定
事
務

�

登
記
乙
号
事
務
等
の
民
間

委
託
に
関
す
る
検
討

�

そ
の
他
関
連
す
る
事
項

�

特
別
研
修
部
地
域
部
委
員
の
辞

任
に
伴
う
補
充
選
任
を
す
る
こ
と
を

承
認
し
た
。

�

平
成
一
八
年
一
〇
月
一
日
付
を

も
っ
て
大
西
輝
治
事
務
局
長
の
職
を

解
き
、
同
日
付
を
も
っ
て
歌
田
公
範

職
員
（
企
画
調
査
課
課
長
）
を
事
務

局
長
と
す
る
こ
と
を
承
認
し
た
。

�

日
司
連
業
務
及
び
財
務
等
の
情

報
公
開
に
関
す
る
規
則
を
一
部
改
正

す
る
こ
と
を
承
認
し
た
。
な
お
、
字

句
の
修
正
に
つ
い
て
は
会
長
に
一
任

す
る
こ
と
と
し
た
。

�

�
不
動
産
登
記
オ
ン
ラ
イ
ン
申

請
制
度
の
検
証
�シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム（
仮

称
）
を
開
催
す
る
こ
と
を
承
認
し
た
。

�	

（
社
）
行
政
情
報
シ
ス
テ
ム
研

究
所
主
催
の
�
第
二
回
電
子
政
府
・

オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
体
験
フ
ェ
ア
�
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
を
後
援
す
る
と
と

も
に
、
司
法
書
士
会
を
通
じ
て
会
員

へ
の
同
フ
ェ
ア
の
周
知
等
に
協
力
す

る
こ
と
を
承
認
し
た
。

�


司
法
書
士
人
権
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ

ル
を
開
催
す
る
こ
と
を
承
認
し
た
。

��

日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
本
部

事
務
所
に
お
け
る
本
部
法
律
扶
助
審

査
委
員
四
名
の
推
薦
を
行
う
こ
と
を

承
認
し
た
。
な
お
、
人
選
に
つ
い
て

は
会
長
に
一
任
す
る
こ
と
と
し
た
。

��

日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
に
対

し
、
民
事
法
律
扶
助
契
約
司
法
書
士

及
び
司
法
書
士
法
人
に
限
定
し
て
名

簿
デ
ー
タ
を
提
供
す
る
こ
と
を
承
認

し
た
。

�


第
六
回
司
法
書
士
特
別
研
修
募

集
要
項
（
案
）
を
承
認
し
た
。
な
お
、

字
句
の
修
正
に
つ
い
て
は
会
長
に
一

任
す
る
こ
と
と
し
た
。

��

初
等
・
中
等
教
育
現
場
に
お
い

て
、
生
徒
自
身
に
よ
る
仲
間
内
の
自

律
的
・
主
体
的
な
紛
争
解
決
（P

eer

M
ed
iatio

n

）
能
力
の
育
成
を
図
り
、

将
来
的
な
国
民
の
紛
争
解
決
能
力
向

上
を
目
的
と
す
る
法
教
育
実
践
に
向

け
、
以
下
の
と
お
り
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
対
策

部
と
法
教
育
推
進
委
員
会
共
同
で
司

法
制
度
対
策
本
部
・
Ａ
Ｄ
Ｒ
対
策
部

内
に
次
の
ワ
ー
キ
ン
グ
チ
ー
ム
を
設

置
す
る
こ
と
を
承
認
し
た
。
な
お
、

人
選
に
つ
い
て
は
会
長
に
一
任
す
る

こ
と
と
し
た
。

○
ピ
ア
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
検
討
ワ

ー
キ
ン
グ
チ
ー
ム

①
座
長

一
名

②
部
委
員

四
名
以
内
（
Ａ
Ｄ

Ｒ
対
策
部
と
法
教
育
推
進
委
員
会

か
ら
各
二
名
程
度
選
任
）

③
特
定
事
務

�

教
育
現
場
に
お
け
る
自
律

的
紛
争
解
決
組
織
の
運
営
支
援

に
関
す
る
検
討

�

前
項
に
関
連
す
る
事
項

④
予
算
措
置

一
般
会
計

制
度

改
善
費

�
推
進
対
策
費

�
司

トーポレ会事理
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法
制
度
対
策
費

��

自
前
の
電
子
認
証
局
を
構
築
し

て
い
る
士
業
連
合
会
（
日
税
連
、
社

労
連
、
日
調
連
及
び
日
司
連
の
四
団

体
）
に
お
い
て
、
士
業
共
通
の
問
題

点
や
電
子
政
府
普
及
推
進
の
た
め
の

障
害
や
改
善
点
の
抽
出
、
電
子
署
名

法
改
正
へ
の
提
言
等
を
継
続
的
に
行

う
た
め
に
立
ち
上
げ
ら
れ
た
、
士
業

連
合
会
電
子
認
証
局
連
絡
会
議
へ
の

参
画
に
つ
い
て
承
認
し
た
。
な
お
、

対
応
に
必
要
な
人
選
に
つ
い
て
は
会

長
に
一
任
す
る
こ
と
と
し
た
。

��

研
修
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
を
平
成
一

八
年
一
〇
月
一
日
よ
り
実
施
す
る
こ

と
を
承
認
し
た
。

��

法
教
育
推
進
の
た
め
の
意
見
交

換
会
を
開
催
す
る
こ
と
を
承
認
し
た
。

��

会
員
の
主
体
性
を
重
視
す
る
た

め
の
平
成
一
八
年
度
テ
ス
ト
事
業
実

施
要
綱
を
承
認
し
た
。
な
お
、
字
句

の
修
正
に
つ
い
て
は
会
長
に
一
任
す

る
こ
と
と
し
た
。

��

大
学
提
携
等
推
進
委
員
会
（
準

備
室
）
の
委
員
を
一
〇
名
以
内
（
現

行
五
名
以
内
）
に
増
員
す
る
こ
と
を

承
認
し
た
。
な
お
、
委
員
の
人
選
に

つ
い
て
は
会
長
に
一
任
す
る
こ
と
と

し
た
。

��

全
国
青
年
司
法
書
士
協
議
会
主

催
�
司
法
過
疎
対
策
独
立
開
業
フ
ォ

ー
ラ
ム
�
を
次
の
内
容
で
後
援
す
る

こ
と
を
承
認
し
た
。

○
後
援
内
容

①
フ
ォ
ー
ラ
ム
当
日
の
日
司
連
ホ

ー
ル
の
無
償
使
用
の
許
可

②
広
報
活
動
用
ポ
ス
タ
ー
、
チ
ラ

シ
等
へ
の
連
合
会
の
名
称
使
用
の

許
可

③
�
司
法
書
士
倫
理
事
例
集
�
の

提
供

④
フ
ォ
ー
ラ
ム
開
催
に
必
要
な
連

合
会
作
成
資
料
等
の
提
供

⑤
連
合
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
る

同
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
開
催
告
知
等

�	

大
学
提
携
に
つ
い
て
、
四
大
学

五
講
座
と
提
携
を
実
施
し
、
委
託
料

は
全
額
連
合
会
が
負
担
す
る
こ
と
を

承
認
し
た
。

�


神
戸
学
院
大
学
及
び
東
北
学
院

大
学
と
の
大
学
提
携
契
約
に
つ
い
て
、

委
託
料
を
一
〇
〇
万
円
以
内
と
し
契

約
す
る
こ
と
を
承
認
し
た
。
な
お
、

契
約
書
の
字
句
の
修
正
に
つ
い
て
は

会
長
に
一
任
す
る
こ
と
と
し
た
。

〔
協
議
議
案
〕

�

大
学
提
携
に
つ
い
て
協
議
し
た
。

�

日
司
連
認
証
局
の
再
構
築
及
び

無
料
交
付
の
時
期
に
つ
い
て
協
議
し

た
。




日
司
連
役
員
選
挙
規
則
に
つ
い

て
協
議
し
た
。

�

構
造
改
革
特
区
に
お
け
る
司
法

書
士
の
労
働
者
派
遣
に
関
す
る
方
向

性
等
に
つ
い
て
協
議
し
た
。

�

平
成
一
八
年
度
第
二
回
会
長
会

の
対
応
に
つ
い
て
協
議
し
た
。

�

司
法
書
士
電
話
相
談
セ
ン
タ
ー

（
日
司
連
総
合
相
談
窓
口
）
の
運
営

に
関
す
る
基
本
方
針
に
つ
い
て
協
議

し
た
。

�

事
業
の
自
己
評
価
シ
ス
テ
ム
に

つ
い
て
協
議
し
た
。

�

�
簡
裁
訴
訟
代
理
等
司
法
書
士

業
務
及
び
意
識
に
関
す
る
実
態
調
査

・
企
画
提
案
�
に
つ
い
て
協
議
し
た
。

�

第
一
六
回
理
事
会
の
開
催
日
程

に
つ
い
て
次
の
と
お
り
了
承
し
た
。

〔
第
一
六
回
理
事
会
〕

①
日
時

平
成
一
八
年
一
一
月
六
日

（
月
）
一
一
時
〜
一
七
時

②
場
所

司
法
書
士
会
館
六
階
会
議

室�

事
務
局
安
全
対
策
の
具
体
化
に

つ
い
て
協
議
し
た
。

トーポレ会事理
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